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【タイ進出済の方向け】

設立初年度にチェックしておきたい会計・税務・法務

東京都中小企業振興公社 タイ事務所

経営相談員 倉地 準之輔
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今回の内容

III. 設立初年度にチェックしておきたい会計・税務・法務

月次業務

年次業務

決算業務

例

Presenter
Presentation Notes
みなさんこんにちは。東京SMEサポートセンター、経営相談員の倉地です。①　タイで会社を設立して間もなくは、普段の業務に忙しく、管理業務に時間を割いている暇はないかもしれません。②　また、管理業務については会計事務所や法律事務所にアウトソースしているから大丈夫、と思われているかもしれません。しかしながら、会社設立初年度の管理業務の全体の流れだけでも知っておけば、①　いつ何がおきるかがわかるので、事前準備がしやすくなったり、②　アウトソース先や、社内のタイ人スタッフとのコミュニケーションがとりやすくなったりし、会社の運営を非常にスムースにすることができます。このビデオでは、会社設立初年度に発生する管理業務の概観を行い、皆さんがタイで会社を設立した初年度に、管理業務については何をしなければいけないのかについて理解していただくことを目的としています。
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1. 月次業務

III. 設立初年度にチェックしておきたい会計・税務・法務

1

4

月次会計

2
源泉徴収税納付
個人所得税＆法人税

VAT 納付

会計情報を記録し、経営状況の把握を行います。 特になし

実行意義 実行期限

タイ法人は従業員・社外の個人・法人に対して一
定の所得の支払を行う際、その一定額を源泉徴
収税として徴収、当該徴収額を歳入局に納付す
ることで、当該所得の受領者が負担すべき税額
の一部または全額を前払する義務があります。

支払月の翌月7日

3 社会保険料納付
タイの社会保障制度である社会保険への保険料

納付を行います。
支払月の翌月15日

売上VATから仕入VATを控除した金額を歳入局

に申告・納付します。

翌月15日（但し、物
品・サービスの輸入に
係るVATに関しては、

翌月7日）
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2. 年次業務

III. 設立初年度にチェックしておきたい会計・税務・法務

実行意義 実行期限

1 株主総会
（設立6か月）

2 源泉徴収証明書発行
（個人所得税）

「民商法典」に基づき、定時株主総会を設立後6
か月以内に実施し、当該期間の業務報告等を行

います。

会社登記日より

6か月以内

 各従業員に、暦年の所得総額に基づく個人所得

税の源泉徴収額総額を通知します。

 同時に、暦年の従業員給与に関する源泉徴収税

の総額について、歳入局に年次の報告を行います。

課税年度の翌年2月
15日（対従業員） 課
税年度の翌年2月末
（歳入局への源泉徴
収税の年次報告提
出）

3 個人所得税申告 個人の年間所得総額に基づく個人所得税の申告・納
税を行います。

課税年度の翌年
3月末
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3. 決算業務

III. 設立初年度にチェックしておきたい会計・税務・法務

実行意義 実行期限

1

4

財務諸表作成

2 会計監査

財務諸表登録

会社の財務状況や経営成績を示した財
務諸表を作成します。

特になし
（遅くとも定時株主総会前）

作成された財務諸表に対して外部監査人
としての公認会計士から、その妥当性に

関する意見を受けます。

特になし
（遅くとも定時株主総会前）

3 定時株主総会
（会計監査人選任）

監査済財務諸表を用いて株主への決算報
告、取締役の改選、次年度会計監査人の選

任等を行います。

事業年度の決算日より
4か月以内

監査済財務諸表を商業登記局に登録し、

正式報告とします。

定時株主総会終了後
1か月以内

5 確定申告
監査済財務諸表に基づく法人税申告書を作

成し、歳入局に申告・納税します。

実施事業年度の決算日より
150日以内
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4. 例

III. 設立初年度にチェックしておきたい会計・税務・法務

2019年7月に設立した、3月決算会社の例

毎月：月次業務 （７日まで：源泉徴収税納付、15日まで：社会保険料＆VAT納付）、併せて会計記帳

年次業務 ①
株主総会（設
立６か月）締

め切り

2019 2020

02月末
まで

03月末
まで

07月末
まで

08月末
まで

12 1 2 3 4-6 7 8

12月末
まで

年次業務 ①
株主総会（設
立６か月）

年次業務 ②
源泉徴収税
（個人所得税）

決算業務
①～③

年次業務 ③
個人所得税申告 決算業務

④、⑤


